
遠野市排水設備工事指定店の新規指定申請 必要書類等一覧

新規指定申請手数料(20,000円)は、上記の必要書類等を

受理した後に送付する納付書により、最寄りの金融機関で

納付願います。

【提出・問い合わせ先】
〒028-0592 遠野市中央通り９番１号(市役所本庁舎２階)

遠野市環境整備部 上下水道課 下水道係
電話 0198-62-2111（内線576・577）

№ 必要書類等 備 考

１ 排水設備工事指定店指定申請書
・申請者及び連帯保証人の押印は省略可。
・専属の責任技術者全員の氏名及び登録番号を記
載してください。

２
登記事項証明書の原本(法人の場合)
住民票の原本 (個人の場合)

申請日の直前２箇月以内に、法務局または各市
町村で交付を受けたもの

３ 工事経歴書
・令和２年度から令和４年度までにおける、竣工
済の排水設備工事の実績を記載してください。

・他市町村の工事指定店としての実績も記載可。

４
排水設備工事責任技術者の履歴書、
排水設備工事責任技術者証の写し

・履歴書は、責任技術者ごとに作成してください。
・(公財)岩手県下水道公社が発行する排水設備工
事責任技術者証の写し(最新の内容のもの、表面
のみで可)を、全員分添付してください。

５
市町村税の納税証明書の原本
(市民税、法人市民税、固定資産税、軽
自動車税の滞納がないことの証明書）

・申請日の直前２箇月以内に、本社の所在する市
町村で交付を受けたもの

・法人の場合は、法人及び代表者双方の証明書を
提出してください。

６ 設備及び機械器具調書
すべての設備及び機械器具の写真(紙への印刷

可)を各１枚以上添付願います。

７ 従業員名簿 申請日の属する月の１日時点で作成願います。

８ 店舗又は事業所の配置図

・①店舗又は事業所内の平面図、②店舗又は事業
所の付近の見取図の２種類を作成してください。

・店舗又は事業所の外部及び内部の状態が分かる
写真(紙への印刷可)を各１枚以上添付願います。

９
連帯保証契約書
（申請者及び連帯保証人の記名と
代表者印の押印が必要です。）

・連帯保証人は、遠野市を含む県内市町村の排水
設備工事指定店であること。

・連帯保証人が遠野市以外の指定店であるときは、
その市町村の指定証の写しを添付願います。

10
返信用封筒
(長形３号、12.0cm×23.5cm)

・郵便切手(84円分)を貼り付けてください。
・申請手数料の納入通知書の送付に使用します。

※№１、３、４、６～９は、参考様式を添付しています。(電子データは市ホームページに掲載）


